
                               平成 28 年 6 月吉日 

 

お客様各位 

 

                           山九株式会社横浜支店 

                          （本牧ＢＣコンテナターミナル） 

 

 

ＳＯＬＡＳ条約の改正に伴うコンテナ重量確定制度にかかる運用についてＳＯＬＡＳ条約の改正に伴うコンテナ重量確定制度にかかる運用についてＳＯＬＡＳ条約の改正に伴うコンテナ重量確定制度にかかる運用についてＳＯＬＡＳ条約の改正に伴うコンテナ重量確定制度にかかる運用について    

 

 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚

く御礼申し上げます。 

 さて、平成 28 年 7 月 1 日以降に船積みを予定している貨物の、ＳＯＬＡＳ条約の改正

（コンテナ総重量確定制度）に関しまして、当社本牧ＢＣターミナルの対応を下記のとお

りご連絡申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

1. 搬入票の改定 

既存の搬入票に以下文言を追記致しました。 

「尚、記載されたｺﾝﾃﾅ総重量は法令に基づき計測・算出された確定総重量である」 

（添付搬入票の赤線縁取り部分をご参照ください）。 

当社では、署名された社名・責任者を「届出荷送人」「登録確定事業者」若しくは「そ

の代理人」である、と見做すこととさせていただきます。 

改定した搬入票のご利用をお願い致します。 

   

2. 確定総重量の伝達 

改定した搬入票に記載された署名者（届出荷送人・登録確定事業者・その代理人）が、

搬入票に記載されたコンテナ総重量について、適切な方法により重量確定されたことも

含め、搬入票記載の内容が正確であることを保証しているものとします。 

従いまして、当社本牧ＢＣターミナルといたしましては、改定した搬入票にコンテナ総

重量の記載及び署名を行っていただくことで、ターミナル（船会社・船長）へのコンテ

ナ総重量情報の伝達が成されたものとさせていただきます。 

以上 
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